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平成 24 年 10 月 19 日付 FATF 声明を踏まえた犯罪による収益の 

移転防止に関する法律の適正な履行等について 

 

 標記につきまして、平成 24 年 11 月 16 日付で金融庁監督局長から、別添「平成 24 年

10 月 19 日付 FATF 声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履

行等について」により周知要請がありましたのでご案内申し上げます。 

 つきましては、当該要請の趣旨を踏まえご対応くださいますようお願い申し上げます。 
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